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　８月29日、佐賀阿多田地区を主会場として「2010年山
口県総合防災訓練 in 平生」が開催されました。
　主会場では消防、警察、自衛隊など各種関係機関が県内
から集結し、倒壊家屋対応訓練（写真）などさまざまな想
定訓練が実施されました。
　また、展示コーナーでは炊き出し訓練などが行われ、多
くの人でにぎわっていました。（Ｐ２～３に関連記事）

深めよう 地域の絆と 防災意識

未来をひらき　人もまちも　いきいき輝く　平生

■2010年山口県総合防災訓練 in平生（Ｐ２～３）
■平生町長選挙（Ｐ４）
■みなさんからのご意見を募集しています（Ｐ５）
■平生町人事行政の運営状況（Ｐ６～７）
■町長室の窓（Ｐ11）
■まちの話題（Ｐ12～13）
■情報伝言板（Ｐ18～19）

主な内容
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　右記訓練想定に伴い、主会場を中心に町内各
地でさまざまな訓練が行われました。
　多くの関係機関および町民のみなさんが、と
もに参加・体験したこのたびの訓練の概要は、
次のとおりです。

《訓練想定》
①集中豪雨により町内で災害が発生し、午前８時

30 分に、町内全域に避難勧告が発令された。
②午前 9 時 30 分に大竹断層を震源とした震度６弱

の地震が発生し、大きな被害を受けた。
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～ 深めよう　地域の絆と　防災意識 ～

　土石流に巻き込まれ、
車両内に負傷者が数名閉
じ込められる。消防、警
察の救助隊がドアをこじ
開け負傷者を救出。

　土石流により住民数名
が海上に流された。視認
できる要救助者の救助と
ともに、水没した住民の
検索救助活動を実施。

　緩んだ地盤と地震によ
り家屋が倒壊。家屋内に
閉じ込められた住民あ
り。屋根、壁面から屋内
進入し、要救助者を救出。

　地震により、家屋密集
地で火災発生。水利不便
地区であるため、遠距離
中継送水と自衛隊ヘリか
らの散水により消火。

　マイクロバスを含む車両の多重衝突事故が発生
し、多数の負傷者あり。柳井消防救急隊・救助隊に
より、座席に挟まれ脱出不能となった要救助者を救
出。また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）により、
最善の救命効果を得るために救命順序を決めるトリ
アージを実施。

対策本部設置・運営訓練
　平生町災害対策本
部、山口県柳井災害
対策地方本部が設置
され、情報収集およ
び被災状況のとりま
とめを実施。

離島住民ヘリ搬送訓練
　佐合島で土砂災害
が 発 生 し 住 民 が 負
傷。自衛隊の救助ヘ
リが、ホバリング、
ホイストにより負傷
者を収容。

社会福祉施設避難誘導・救護訓練
　入所者避難誘導
中に裏山で土石流
が発生。取り残さ
れた入所者を救出
救助するとともに、
入所者を避難誘導。

町役場本庁舎

佐　合　島

つ つ じ 苑

多重衝突事故対応訓練

地震火災対応訓練

倒壊家屋対応訓練

水難住民救急救助訓練

車両埋没事故対応訓練
主　会　場
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■問合せ先　「2010 年山口県総合防災訓練 in 平生」実行委員会事務局（町役場総務課内）　☎（５６）７１１１

住民避難訓練に 47自治会 1,176人 が参加
自助・共助意識の高まり！

　午前８時 30 分のサイレン（避難勧告）を合図に各自治
会ごとに避難訓練が開始されました。
　避難所となる集会所や公共施設に集合した後に、避難者
数を確認し、町災害対策本部への報告がなされました。
　その後行われた、担当職員によるミニ集会では、住民の
みなさんからの活発な質問があり、防災意識の高まりが感
じられました。

地 区 名 参加人数
平 生 地 区 ５８６人
大 野 地 区 １４５人
曽 根 地 区 １５４人
佐 賀 地 区 ２９１人

計 1,176 人

小中学校で対応行動訓練
　町内の小中学校では、緊急地震速報を有効
に活用できるように、速報受信時の対応行動
訓練が行われました。訓練には気象庁が作成
した訓練キットを使用し、速報受信から避難
行動開始までの一連の流れを体験しました。

△先生の指示に従い校庭に避難
（平生小学校） △ 丈夫な机の下
に避難（佐賀小学校）
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展示・体験コーナー
　ライフライン機
関、ボランティア団
体などにより、さま
ざ ま な 展 示・ 体 験
ブースが設置されま
した。

△カレーライスの炊き出し（自衛隊）

△竜巻実験器（下関地方気象台）

災害時炊出用の大
釜を使用し、炊き出
し訓練を実施しまし
た。

　訓練会場の各所で本町に関係するボランティア
団体が活躍しました。

車両埋没事故対応
訓 練 な ど に 参 加 し、
パトロールや救護の
補助を行いました。

町内ボランティア団体の活躍

平生町赤十字奉仕団（平生町婦人会連絡協議会）

防災サポーター（平生町オフロードバイク隊）

△地震体験（山口県消防学校）



　平生町長の任期満了（平成 22 年 12 月 10 日）に伴い、次の日程で平生町長選挙が行われます。

告　示　日　　11 月９日㈫
立候補受付　　11 月９日㈫　午前８時 30 分～午後５時（場所：町役場第３庁舎３階会議室）

投票の日時　　11 月 14 日㈰　午前７時～午後８時（佐合投票所は午後４時まで）
　　　　　　　　　※投票終了時に 30 秒間サイレンを鳴らします。

開　　　票　　11 月 14 日㈰　午後９時～（場所：町武道館）
※無投票の場合は 11 月 14 日㈰午前９時から町役場にて選挙会を開催し、当選人を決定します。
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11 月 14 日㈰ 平 生 町 長 選 挙

平生町長選挙の立候補予定者説明会
　立候補を予定されている人、またはその代理の
人を対象に、平生町長選挙の立候補届出などの手
続きについて、次の日程により説明会を開催いた
します。詳しいことは平生町選挙管理委員会にお
問い合わせください。

●日時　10 月 22 日㈮　午前 10 時から
●場所　町役場第３庁舎３階会議室

　投票できる人（選挙人名簿登録者）
平成２年 11 月 15 日までに生まれた人で、平成 22

年８月８日までに平生町に住民登録し、引き続き町内
に住所がある人
※選挙人名簿に登録された後、投票時までに転出す

ると、投票を行うことができません。
《注意事項》
　◎投票所について

　投票は、期日前投票などを除き、すべて決められ
た投票所で行われます。入場券に投票所名が記載さ
れていますので、投票前にご確認ください。

　◎代理投票、点字投票
　体が不自由なため、自分で投票用紙に記入するこ
とができない人は、係員に申し出てください。係員
が代筆します。
　また、目の不自由な人は、点字で投票することが
できます。
　投票の秘密は厳守されますので、安心して申し出
てください。

　期日前投票
　投票日前であっても、投票日と同じ投票を行うこと
ができる制度です。
　投票日当日、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭があ
るなど、一定の事由に該当すると見込まれる人は、こ
の制度を利用して投票を行うことができます。
●期日前投票ができる場所、期間および時間

《平生町役場本庁》
　11 月 10 日㈬～ 13 日㈯
　午前８時 30 分～午後８時

《佐賀出張所》（※大字佐賀、小郡、尾国、佐合島の人のみ）
　11 月 11 日㈭～ 13 日㈯　　　
　午前８時 30 分～午後５時
※配達条件などにより、お手元に入場券が届いてい

ない場合でも、この期間内であれば投票を行うこと
ができます。（当日受付に申し出てください。）

　不在者投票
●滞在地での不在者投票

　選挙期間中に出張などやむを得ない理由により町
外に滞在される人は、事前に文書で申請を行えば、
滞在地の選挙管理委員会で投票を行うことができま
す。
　この場合、文書の往復に日数がかかりますので、
早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。

●病院などによる不在者投票
　入院、入所されている人は、その病院、施設が不
在者投票のできる指定病院、施設であれば、病院長
などに申し出て不在者投票を行うことができます。

●郵便などによる不在者投票
　身体障害者手帳や戦傷病者手帳などの交付を受
け、選挙管理委員会の発行する証明書の交付を受け
ている人は、自宅で不在者投票を行うことができま
す。
　投票用紙などの請求期限は投票日４日前の 11 月
10 日㈬までとなりますので、早めに選挙管理委員
会にお問い合わせください。

■問合せ先　平生町選挙管理委員会（町役場総務課内）
　　　　　　☎（５６）７１１１



　本町では、基本的な政策などを策定する過程において、住民の意見を反映させる「パブリック・コメント（意
見募集）」制度を実施しています。
　現在、平成 23 年度からの 10 年間におけるまちづくりの指針となる「第四次平生町総合計画（基本構想・基
本計画）」の中間案を公表しており、その案に対するご意見を募集しています。
　提出方法などについては次のとおりです。ぜひ、みなさんのご意見をお聞かせください。

みなさんからのご意見を募集しています
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●公表資料の閲覧場所
施設名 閲覧時間など

町役場総務課・総合政策課、中央公民館、
大野コミュニティセンター、曽根公民館、
佐賀公民館

平日の午前８時 30 分～午後５時 15 分

図書館 閉館日を除く日の午前８時 30 分～午後５時 15 分
佐合島コミュニティセンター 資料は待合室に配置しており、随時閲覧可能です。
※町ホームページ（http://www.town.hirao.lg.jp/）からも閲覧できます。

●提出方法
　①持参、電子メール、ＦＡＸ、郵便により提出して

　ください。（※電話、口頭、匿名による提出は不可）
　②提出様式は任意ですが、「案件名」「住所・氏名・

　所属（会社名または所属団体名）」（※法人その他
　の団体の場合は「所在・名称・代表者の氏名」）「電
　話番号」を必ずご記入ください。

　③電子メールの場合は、件名を「平生町総合計画パ
　ブリック・コメント」とし、添付ファイルの使用
　はご遠慮ください。

　④長文または膨大な資料を伴う場合は、併せてその
　要旨を提出してください。

　⑤その他詳細については、公表資料と共に備えてあ
　　ります募集要領をご覧ください。

「第四次平生町総合計画」（案）について

調査票の記入および提出はお済みですか！
　国勢調査の調査票の記入および提出がまだお済みでない人は、調査票に平成 22 年 10 月１日現在の状況
を記入し、下記問合せ先にご連絡ください。（※郵送はしないでください。）調査員が回収に伺いますので、
調査票を専用封筒に入れて渡してください。

　国勢調査は、日本の未来を考えるために欠くことのできない最新の人口・世帯の実
態を明らかにする国の最も重要な統計調査で、国籍に関係なく、日本に住んでいるす
べての人を対象に、平成 22 年 10 月１日現在住んでいるところで調査するものです。

■問合せ先　　国勢調査平生町実施本部（町役場総合政策課内）　☎（５６）７１２０

●提出先
平生町役場 総合政策課
〒 742 － 1195　平生町大字平生町 210 番地の 1
ＦＡＸ　（５６）７１２１
電子メールアドレス　seisaku1@town.hirao.lg.jp

●その他
　①提出されたご意見などは、取りまとめた後に、そ

　れらに対する町の考え方と共に公表します。
　　（※住所、氏名などの個人情報は公表しません。）
　②個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了

　承ください。

※調査票が届いていない場合は、速やかに下記問合せ先にご連絡ください。　

■問合せ先
　町役場総合政策課　☎（５６）７１２０

●募集案件　第四次平生町総合計画（基本構想・基本計画）（案）
●応募要件（次のうち、１つ以上の要件を満たす人）
　①町内に在住している人　②町内に通勤または通学している人　③町内に事務所または事業所を持っている人
　④本町に納税している人　⑤その他、当該案件に利害関係がある人
●募集期限（公表期限）　11 月５日㈮（必着）
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１．職員の任免および職員数に関する状況
◆職員数の状況
①部門別職員数の状況および主な増減理由（各年４月１日現在）

区分
部門

職員数（人） 対前年
増減数 主な増減理由平成 21 年 平成 22 年

一
般
行
政

議 会 2 ２
総 務 34 35 1 総務課付の職員数の変更
税 務 11 10 △ 1 組織体制の見直し
民 生 24 21 △ 3 退職者不補充
衛 生 7 7
農林水産 10 10
商 工 2 2
土 木 8 9 1 事務量の増加
小 計 98 96 △ 2

特
別
行
政

教 育 25 24 △ 1 退職者不補充
小 計 25 24 △ 1

公
営
企
業
等
会
計

下 水 道 5 5
交 通 0 0
そ の 他 8 8
小 計 13 13 　

合 計 136 133 △ 3
※職員数は一般職に属する職員数（教育長、休職者、派遣者などを含む）
②職員数の推移（各年４月１日現在）

部門 職員数（人）
18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

一 般 行 政 100 99 98 98 96
特 別 行 政 30 26 25 25 24
公営企業等会計 18 15 14 13 13
合 計 148 140 137 136 133

◆採用・退職などの状況（平成 21 年度）
①採　用：一般行政職　2 人
②退　職

区　　分 定年退職 勧奨退職 普通退職 その他 計
一般行政職 3 人 3 人 6 人
技能労務職

計 3 人 3 人 6 人
※一般行政職：行政職給料表適用者、技能労務職：現業職給料表適用者

２．職員の服務の状況
◆職務に専念する義務の免除

職務に専念する義務の免除が認められる場合
・研修を受ける場合
・厚生に関する計画の実施に参加する場合
・その他特に任命権者又はその委任を受けた者の承認を得た場合

３．職員の福祉および利益の保護の状況
◆健診受診状況（平成 21 年度）

区　　分 受診者数 内　　　容　　　等
定期健康診断 71 人
人間ドック 68 人 日帰り（30 歳以上）・短期（40 歳以上）

◆公務災害の認定状況（平成 21 年度）
公務災害・通勤災害 0 件

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
◆一般職員の勤務時間（平成 22 年４月１日現在）
１週間の勤務時間 １日の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間
38 時間 45 分 7 時間 45 分 8:30 17:15 12:00 ～ 13:00

◆特別休暇等（平成 22 年４月１日現在）
種　　　　類 付　与　日　数

特

別

休

暇

骨髄提供のための休暇 必要と認められる期間
ボランティア休暇 5 日以内
結婚 7 日以内
産前および産後休暇 産前 6 週間、産後 8 週間
育児時間 必要と認められる期間
妻の出産 3 日以内
男性職員の育児参加のための休暇 5 日以内
子の看護のための休暇 5 日以内
親族の死亡 親族に応じ 3 日から 10 日
夏季休暇 7 月から 9 月の間における 5 日間
妊娠障害（つわり） 7 日以内
地震、水害、火災、その他の災害 7 日以内
人間ドック 必要とする日または時間

病 気 休 暇 90 日以内
介 護 休 暇 6 月の期間内において必要と認められる期間

◆年次有給休暇
　 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年

平均使用日数 8.8 日 9.8 日 9.0 日

◆育児休業等
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

育児休業（部分休業）取得者数 3 人 3 人 2 人
※人数については、年度中に新たに取得した者の数です。

７．職員の給与の状況
◆一般行政職の級別職員数の状況（平成 22 年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％）
１級 主事補・技手 3 3.2
２級 主事・技師 8 8.5
３級 主任主事・主任技師 39 41.5
４級 主査 25 26.6
５級 課長補佐 8 8.5
６級 課長 11 11.7
７級 課長 0 0.0

計 94 100.0
※１ 平生町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

５．職員の研修および勤務成績の評定の状況
◆研修の状況（平成 21 年度）

種　　別 内　　容 受講者数（人）
独自研修 全職員研修会（２回） 118

セミナーパーク

新規採用職員（前期）課程研修 2
新規採用職員（後期）課程研修 1
若手職員課程研修 2
中堅職員一部課程研修 2
中堅職員二部課程研修 1
係長級一部課程研修 1
係長級二部課程研修 2
課長補佐級課程研修 1
課長級課程研修 1
特別研修 21

平生町人事行政の運営などの状況をお知らせします
　「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、その概要をお知らせします。

■問合せ先　町役場総務課　☎（５６）７１１１

６．職員の分限および懲戒処分の状況
①分限処分者（平成 21 年度）：２人
②懲戒処分者（平成 21 年度）：該当なし
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◆職員の平均給料月額、初任給などの状況（平成 22 年４月１日現在）
①職員の平均給料月額、平均年齢の状況

平均給料月額 平均年齢
一般行政職 329,000 円 42 歳８カ月
技能労務職 247,900 円 39 歳１カ月

②職員の初任給の状況
区　分 平生町 国

一般行政職 大学卒 172,200 円 172,200 円
高校卒 140,100 円 140,100 円

技能労務職 中学卒 121,600 円 －
③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

区　　分
経験年数

10 年以上～
15 年未満

15 年以上～
20 年未満

20 年以上～
25 年未満

一般行政職 大学卒 277,600 円 322,800 円 367,500 円
高校卒 218,100 円 280,600 円 341,900 円

技能労務職 中学卒 - 223,300 円 -
◆特別職の報酬等の状況（平成 22 年４月１日現在）

区    分 給　料　月　額　等

給
料

町 長 629,000 円（740,000 円）
副 町 長 543,600 円（604,000 円）
教 育 長 495,900 円（551,000 円）

報
酬

議 長 270,000 円
副 議 長 217,000 円
議 員 199,000 円

期
末
手
当

町長、副町長、教育長 3.10 月分
加算措置あり議長、副議長、議員

退
職
手
当

町 長 給料月額× 5.0/12 ×在職月数（任期毎）
副 町 長 給料月額× 3.0/12 ×在職月数（任期毎）
教 育 長 給料月額× 2.6/12 ×在職月数（任期毎）

※（　）内は、減額措置を行う前の額

②退職手当（平成 22 年４月１日現在）
平　生　町 国

自己都合 勧奨・定年
1 人当たり平均支給額 － 25,191 千円 －

支
給
率

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分

左記に
同じ

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分
勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分
最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（2％～ 20％加算）

※ 1 人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額

③期末手当・勤勉手当（平成 21 年度）
平生町 国

1 人当たり平均支給額 1,493 千円 －

支給割合 期 末 手 当 2.75 月分 左記に同じ勤 勉 手 当 1.40 月分

加算措置の状況 役 職 加 算 5 ～ 15％ 5 ～ 20％
管理職加算 なし 10 ～ 25％

④特殊勤務手当（平成 22 年４月１日現在）
支給実績（平成 21 年度決算） 484 千円
支給職員 1 人当たり平均支給年額（平成 21 年度決算） 28,447 円
職員全体に占める手当支給対象職員の割合（平成 22 年度） 9.8％
手当の種類（手当数） 8

◆総括
①人件費の状況（普通会計決算）

区 分 住民基本台帳人口
（平成 21 年度末） 歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 人件費率Ｂ／Ａ 平成 20 年度の

人件費率（参考）
21 年度 13,099 人 5,503,044 千円 172,811 千円 1,061,713 千円 19.3％ 22.6％

②職員給与費の状況（普通会計予算）
区　分 職員数 Ａ 給与費 一人当たり給与費 Ｂ／Ａ給　料 職員手当 期末・勤勉手当 合計  Ｂ
22 年度 118 人 462,407 千円 62,275 千円 174,388 千円 699,070 千円 5,924 千円

③給与等の減額措置の状況（平成 22 年４月１日現在）

対象者 町　　長 副 町 長 教 育 長 一 般 職
20 年度 21 年度 22 年度

減額の内容 給料月額の 15％ 給料月額の 10％ 給料月額の 10％ 給料月額の 1％
管理職手当の 50％ 管理職手当の 25％ なし

◆職員手当の状況
①時間外勤務手当

平成 20 年度決算 平成 21 年度決算
支給実績 11,107 千円 12,830 千円

職員１人当たり平均支給年額 81,666 円  137,961 円

⑤その他の手当（平成 22 年４月１日現在）

平生町 国
支給実績

（1 人当たり
平均支給年額）

扶
養
手
当

●配偶者　　　　　　　13,000 円
●配偶者以外の扶養親族
　1 人当たり　　　　　　6,500 円
●職員に配偶者がない場合
　扶養親族のうち 1 人　11,000 円
●満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末ま
　での間にある子 1 人につき 5,000 円を加算

16,744 千円
（239,197 円）

住
居
手
当

●借家
◇家賃 23,000 円以下の場合
　家賃－ 12,000 円
◇家賃 23,000 円超の場合［最高 27,000 円］
　（家賃－ 23,000 円）× 1/2 ＋ 11,000 円

8,045 千円
（120,075 円）

●持家　3,000 円 ●持家　なし

通
勤
手
当

●交通機関等の利用者支給限度額 55,000 円

5,041 千円
（63,013 円）

●自動車等の使用者
　距離区分（2 ㎞毎）
により支給
2,500 円～ 23,500 円

●自動車等の使用者
　距離区分（5 ㎞毎）
により支給
2,000 円～ 24,500 円

管
理
職
手
当

◇課長
給料月額× 10％

◇課長補佐
給料月額×   8％

◇園長
給料月額×   6％

◇手当額
　46,300 円

～ 139,300 円
9,033 千円

（322,592 円）

休
日
勤
務
手
当

時間単価の 135/100 327 千円
（21,802 円）

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当

勤務 1 回につき
4,000 円～ 6,000 円

（6 時間超勤務の場合：
150/100 を乗じた額）

勤務 1 回につき
6,000 円～ 12,000 円

（6 時間超勤務の場合：
150/100 を乗じた額）

204 千円
（20,400 円）

※支給実績（１人当たり平均支給年額）は平成 21 年度決算額
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日
本
で
は
す
べ
て
の
人
が
何
ら
か
の
医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。（
国
民
皆
保
険
制
度
）

　
国
民
健
康
保
険
は
、
そ
の
医
療
保
険
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
、
市
区
町

村
ご
と
に
運
営
し
て
い
ま
す
。
万
一
の
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
加
入
者
が
保
険
税
を
出
し
合
い
、
医
療
費

な
ど
に
充
て
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
に
は
、
他
の
医

療
保
険
（
職
場
の
健
康
保
険
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
）
に
加
入
し

て
い
る
人
や
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
人
を
除
く
、
す
べ
て
の
人
が

加
入
し
ま
す
。

○
お
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
自

営
業
の
人

○
退
職
な
ど
に
よ
り
職
場
の
健
康

保
険
を
脱
退
し
た
人

○
農
業
や
漁
業
を
営
ん
で
い
る
人

○
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を

し
て
い
て
、
職
場
の
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
な
い
人

○
外
国
人
登
録
を
し
て
い
て
、
１

年
以
上
日
本
に
滞
在
す
る
と
認

め
ら
れ
た
外
国
籍
の
人

国
民
健
康
保
険
は
安
心
し
て

医
療
を
受
け
る
た
め
の
制
度
で
す

　
職
場
の
健
康
保
険
と
国
民
健
康

保
険
の
間
で
切
り
替
え
が
あ
る
場

合
に
は
ご
自
身
に
よ
る
届
け
出
が

必
要
で
す
。
自
動
的
に
切
り
替
わ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

○
ほ
か
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し

た
と
き
（
職
場
の
健
康
保
険
な

ど
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
）

○
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
を
や
め

た
と
き
（
退
職
し
た
と
き
）

○
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
（
職

場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し

て
い
な
い
場
合
）

○
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た

と
き

◆
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
職
場
の
健
康
保
険
を
脱
退
し
た

こ
と
を
証
明
す
る
も
の
（
資
格

喪
失
連
絡
票
や
離
職
票
、
退
職

証
明
書
な
ど
）

・
年
金
証
書
（
65
歳
未
満
で
年
金

受
給
者
の
人
）

・
同
じ
世
帯
に
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
が
い
る
場
合

は
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証

・
印
章

自
動
車
利
用
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

～
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
～

○
ほ
か
の
市
区
町
村
へ
転
出
す
る

と
き

○
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入

し
た
と
き

○
死
亡
し
た
と
き

○
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象

と
な
っ
た
と
き
（
75
歳
に
な
っ

て
対
象
と
な
る
と
き
は
届
け
出

不
要
）

国
民
健
康
保
険
に

加
入
す
る
人

加
入
す
る
と
き
・
や
め

る
と
き
は
必
ず
届
出
が

必
要
で
す

◆
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
職
場
の
健
康
保
険
証
（
脱
退
す

る
人
全
員
分
）

・
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証

・
印
章届

け
出
は
お
早
め
に

国
民
健
康
保
険
に

加
入
す
る
と
き

国
民
健
康
保
険
を

や
め
る
と
き

　
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
た
場
合

は
、
前
の
健
康
保
険
が
終
了
し
た

時
点
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
、
そ
の
間
の
保

険
税
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と

と
な
り
ま
す
。（
遡
及
賦
課
）

　

脱
退
の
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

国
民
健
康
保
険
と
職
場
な
ど
の
健

康
保
険
の
両
方
に
加
入
し
て
い
る

こ
と
と
な
り
、
保
険
税
（
料
）
が

二
重
に
請
求
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
他
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
後
に
国
民
健
康
保
険
の
保
険

証
を
使
用
す
る
と
、
そ
の
と
き
に

国
民
健
康
保
険
が
負
担
し
た
医
療

費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
健
康
保
険
に
変
更
が
生
じ
た
場

合
は
、
14
日
以
内
に
届
け
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ
先

　
町
役
場
町
民
課 

保
険
年
金
班

　
☎
（
５
６
）
７
１
１
３

　
国
土
交
通
省
で
は
、
現
在
の
交

通
実
態
を
把
握
し
、
住
み
良
い
ま

ち
づ
く
り
や
将
来
の
道
路
交
通
計

画
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、
自

動
車
利
用
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

  

調
査
内
容

　

車
の
１
日
の
動
き
に
つ
い
て
、

ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
、
ど
う
い
う
目

的
で
移
動
し
た
か
な
ど

  

調
査
対
象

　
県
内
の
無
作
為
に
選
び
出
さ
れ

た
約
２
万
世
帯

  

調
査
方
法

　
調
査
員
が
訪
問
し
、
調
査
票
を

配
布
し
て
記
入
方
法
な
ど
を
説
明

し
ま
す
。

※
本
調
査
に
お
け
る
調
査
員
は
、

国
土
交
通
省
山
口
河
川
国
道
事
務

所
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
を
携

帯
し
て
い
ま
す
。

■
問
合
せ
先

・
山
口
起
終
点
調
査
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー

 

☎
０
１
２
０
（
３
５
）
０
０
５
４

・
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局

山
口
河
川
国
道
事
務
所　
計
画
課

 

☎
０
８
３
５
（
２
２
）
１
７
８
５

・
町
役
場
建
設
課

 

☎
（
５
６
）
７
１
１
８



●ワクチンについて
１価ワクチン⇒新型インフルエンザ（ A/H1N1）のみの国産ワクチンです。B 型インフルには効果がありません。
２価ワクチン⇒季節性インフルエンザ2種類が混合されたワクチン（ A/H3N2 、B 型）
３価ワクチン⇒季節性インフルエンザ2種類（ A/H3N2 、B 型）と新型インフルエンザ（ A/H1N1）が混合　
　　　　　　　された3価ワクチンです。

　本年度のインフルエンザワクチンは、昨年度に流行した新型インフルエンザワクチン［１価（新型）］と従来の
季節性インフルエンザワクチン［２価（季節性）］を合わせた、新型インフルエンザ３価ワクチンとなりました。
　接種についての詳細は、次のとおりです。

●接種対象者
すべての人（優先接種対象者は定めません）
※１歳未満の接種に関しては、今までと

同様に効果が確証されているわけではあ
りませんので、推奨はされていません。
ただし、保護者が有益性とリスクを十分
に考慮した上で強く希望した場合には、
接種を妨げるものではありません。

●接種費用免除について
　所得の少ない世帯（生活保護世帯、住民
税非課税世帯）については、接種費用免除
証明書を持参することで、接種費用が免除
されます。
　対象者には、接種費用免除証明書を発行
しますので、町保健センターで手続きを
行ってください。（※生活保護世帯につい
ては、医療依頼証をご持参ください。）

●接種期限
平成23年３月31日まで

●持参物
住所、氏名、年齢が確認できるもの
・予診票（各医療機関に設置）
・母子手帳
・健康保険証
・健康手帳（40 歳以上の人については、

保健センターで交付します。）

■問合せ先　町保健センター　☎（５６）７１４１
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インフルエンザワクチンの接種について

●新型インフルエンザの特徴
　感染力は強いが、多くの感染者は軽症の
まま回復しており、治療薬（タミフル、リ
レンザ）が有効です。ただし、基礎疾患（糖
尿病、ぜん息など）を有する人や妊婦は重
症化する可能性があり、注意が必要です。

●接種費用
　接種費用は実費となります。
　なお、設定されている接種費用は上限となりますので、医療機
関によって接種費用が異なる場合があります。
　また、接種回数については、対象年齢および基礎疾患の有無に
よって決まりますので、医療機関でご相談ください。

１回目 ２回目
１回目と同じ医療機関 １回目と異なる医療機関

65 歳以上の人および
60～64 歳の一部の人 ※ 1,080 円 2,550 円 3,600 円

65 歳未満の人 3,600 円 2,550 円 3,600 円
※ 60 ～ 64 歳の人で、心臓・肝臓・呼吸器の機能障害で身体障害者手帳

1 級程度の障害がある人や、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に
日常生活が不可能な程度の障害がある人は、この金額での接種が可能
です（身体障害者手帳 1 級の写しまたは医師の診断書が必要）。

●インフルエンザワクチン接種対象医療機関
市町 医療機関 電話番号

平 生 町

かたやま小児科 （５７）３６５５
( 医 ) 田尻内科 （５６）７７３３
( 医 ) 向井医院 （５６）２１０６
( 医 ) 光輝会光輝病院 （５８）１１１１
平生クリニックセンター （５６）２０００
ひらお耳鼻咽喉科 （５７）３３８７
みつおかクリニック （５８）５０１０
さいとう整形外科 （５６）０７０７

田布施町

岡本医院 （５２）２２７４
新谷医院 （５２）５５５０
( 医 ) 弘和クリニック （５２）２５０８
藤田医院 （５２）２５５８
( 医 ) 吉村胃腸科内科医院 （５２）３２６６

上 関 町
松岡医院 （６２）００２７
近藤医院 （６２）１０３２
祝島診療所 （６６）２３４５

光 市 市山医院 （４８）２００５
※事前に接種の予約をしてください。また、上記以外の医療機関でも

接種できることがありますので、詳しくは各医療機関にお問い合わせ
ください。

●新型インフルエンザ対策関連情報
山口県ホームページ　http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15200/inhuru/2010115.html
厚生労働省ホームページ　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
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　自治体の財政破たんを未然に防ぐとともに、悪化した団体に対して早期に健全化を促すために、平成 19 年６
月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、法律の規定に基づき平成 19 年度決算から、健
全化判断比率の４指標および公営企業会計の資金不足比率の算定と監査委員の審査ならびに議会報告と公表が義
務づけられました。平成 21 年度決算での本町の算定値は以下のとおりです。

健全化判断比率と資金不足比率について
～ 平生町はすべての指標において基準をクリア ～

【指標の概要】

　平生町の会計や平生町に関係する一部事務組合においては、すべて
の指標において国が定める基準数値を下回っています。
　算定された数値が基準数値以上の場合には、財政健全化計画または
財政再生計画を策定する義務が生じてきます。

平成 21 年度決算による

※実質赤字比率…地方公共団体の一般会計の赤
字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す
ものです。

※連結実質赤字比率…全ての会計を連結させて、
地方公共団体全体の赤字の程度を指標化し、財
政運営の深刻度を示すものです。

※実質公債費比率…地方公共団体の借金の返済
である、元利償還金額やこれに準ずる一部事務
組合などへの負担金の総額の標準財政規模に対
する割合を指標化したものです。

※将来負担比率…地方公共団体の一般会計の地
方債の現在高や将来において負担しなければな
らない負担額を指標化したものです。将来財政
を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもので
す。

※資金不足比率…公営企業の資金の不足を、公
営企業の事業規模である料金収入の規模との比
較を指標化したものです。経営状況の深刻度を
示すものです。

●平生町の健全化判断比率について （単位：％）
指標名 算定値 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 － 15.00 20.00
連 結 赤 字 比 率 － 20.00 40.00
実質公債費比率 19.5 25.0 35.0
将 来 負 担 比 率 199.0 350.0 －

　実質赤字比率および連結赤字比率においては、赤字比率が算定されていな
いため、「－」の表示となっています。

●平生町の公営企業会計の資金不足比率 （単位：％）
会計名 算定値 経営健全化基準

下 水 道 事 業 特 別 会 計 － 20.00
漁業集落環境整備事業特別会計 － 20.00
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 － 20.00

　資金不足比率が算定されていないため、「－」の表示となっています。

●平生町に関係する一部事務組合の資金不足比率　　（単位：％）
一部事務組合名 算定値 経営健全化基準

田 布 施・ 平 生 水 道 企 業 団 － 20.00
熊 南 総 合 事 務 組 合 － 20.00
柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団 － 20.00

　資金不足比率が算定されていないため、「－」の表示となっています。

■
問
合
せ
先　
町
役
場
町
民
課　
☎
（
５
６
）
７
１
１
３

■問合せ先
　町役場総合政策課　☎（５６）７１２０

　
10
月
は
循
環
型
社
会
形
成
推
進
月
間
で
す
。

　

家
庭
で
で
き
る
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
か
ら
地
球

に
や
さ
し
い
生
活
を
は
じ
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

家
庭
で
で
き
る
３
Ｒ
の
取
り
組
み

・
必
要
な
も
の
だ
け
買
い
ま
し
ょ
う

・
過
剰
な
包
装
は
断
り
ま
し
ょ
う

・
買
い
物
に
は
マ
イ
バ
ッ
ク
を
持
参
し
ま
し
ょ
う

・
詰
め
替
え
で
き
る
商
品
を
選
び
ま
し
ょ
う

・
ご
み
を
正
し
く
分
別
し
ま
し
ょ
う

・
再
生
し
て
作
ら
れ
た
製
品
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

３
Ｒ
で
地
球
に
や
さ
し
い
生
活
を

　米トレーサビリティ法とは米穀事業者に対して、取引の記
録・保存と産地情報の伝達を義務付けるものです。
　食品として安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正
化を図り、適正で円滑な流通を確保し、国民の健康の保護と
消費者利益の増進、農業や関連産業の健全な発展を図ること
を目的とし、内容は大きく次の２つに分かれています。
◆取引記録の作成と保存（平成 22 年 10 月１日から適用）
　仕入・販売・移動・廃棄などの記録が作成され、原則３年
間保存されます。
◆産地情報の伝達（平成 23 年７月１日から適用）
　事業者間で産地の伝達が必要となります。また、販売店で
の包装・店内への表示、外食店でのメニュー表への記載など
により、一般消費者に産地情報が伝達されます。
■問合せ先
　中国四国農政局山口農政事務所　食糧部計画課
　☎０８３（９２２）３３０８

米トレーサビリティ法が
スタートします！



　
時
は
秋
。
澄
み
き
っ
た
さ
わ
や

か
な
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
10
月

は
行
政
に
と
っ
て
下
半
期
の
ス

タ
ー
ト
で
す
。
気
を
引
き
締
め
て

行
財
政
の
適
正
な
執
行
と
運
営
に

努
め
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
早
い
も
の
で
間
も
な
く

町
長
３
期
目
の
任
期
満
了
を
迎
え

ま
す
。
改
め
て
、
こ
の
間
賜
り
ま

し
た
皆
様
か
ら
の
ご
指
導
と
ご
支

援
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
お
か
げ
さ
ま
で
、私
も
気
力
、

体
力
、
情
熱
と
も
ゆ
る
ぎ
な
く
、

町
政
の
諸
課
題
に
全
力
投
球
し
て

参
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
本
町
も
多
く
の
試

練
と
困
難
に
直
面
し
て
き
ま
し

た
。
と
り
わ
け
、
こ
の
数
年
間

は
、
景
気
の
低
迷
や
国
の
三
位
一

体
改
革
の
影
響
で
、
財
政
問
題
を

中
心
に
大
変
厳
し
い
状
況
に
直

面
。
そ
れ
ら
の
克
服
の
た
め
、
町

と
し
て
数
々
の
行
財
政
改
革
を
断

行
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

行
革
は
「
第
四
次
行
革
大
綱
」
の

96
％
を
達
成
。
財
政
面
で
は
「
集

中
改
革
プ
ラ
ン
」
の
実
践
で
約

12
億
５
千
万
円
の
財
政
効
果
を
生

み
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
努
力
の

か
い
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
財
政
健

全
化
へ
の
足
が
か
り
が
出
来
ま
し

た
。

　
一
方
で
、
こ
う
し
た
中
に
あ
っ

て
も
風
力
発
電
所
７
基
が
完
成
。

町
の
新
た
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、

ま
た
、
町
の
財
源
に
も
貢
献
し
て

く
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
懸
案

で
あ
り
ま
し
た
小
、
中
学
校
の
耐

震
化
事
業
に
着
手
。
目
下
、
来
春

の
完
成
に
向
け
工
事
が
急
ピ
ッ
チ

で
進
ん
で
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
、

厳
し
い
環
境
に
あ
り
な
が
ら
も
町

政
が
一
定
の
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ

る
の
は
、
町
議
会
を
は
じ
め
町
民

の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
賜

と
、
こ
こ
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上

げ
る
次
第
で
す
。

　
現
在
、
町
は
将
来
の
町
政
運
営

の
基
本
指
針
と
な
る
『
第
四
次
平

生
町
総
合
計
画
』を
策
定
中
で
す
。

策
定
に
際
し
、
今
回
の
住
民
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
町
政
へ
の
満

足
度
や
実
感
目
標
を
問
う
新
た
な

手
法
を
導
入
し
た
り
、
町
内
９
会

場
で
「
ま
ち
づ
く
り
懇
談
会
」
を

開
催
す
る
な
ど
、
丁
寧
に
民
意
を

く
み
上
げ
、
そ
の
声
を
計
画
に
反

映
す
べ
く
作
業
を
重
ね
て
き
ま
し

た
。

　
こ
の
総
合
計
画
は「
基
本
構
想
」

「
基
本
計
画
」「
実
施
計
画
」
の
３

部
構
成
で
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本

理
念
や
将
来
像
、
そ
し
て
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
方
向
性

を
示
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
今
後
、「
総
合
計
画
審
議
会
」

か
ら
の
答
申
を
い
た
だ
き
、
12
月

議
会
に
上
程
の
予
定
で
す
。

　
当
面
は
、
こ
の
総
合
計
画
を
仕

上
げ
、
こ
れ
を
軌
道
に
乗
せ
「
住

み
良
さ
が
実
感
で
き
る
ま
ち
・
平

生
」
を
目
指
す
こ
と
が
私
に
課
せ

ら
れ
た
責
務
と
受
け
止
め
、
全
力

で
臨
ん
で
参
り
ま
す
。
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町民課の
窓口延長サービス

●毎週金曜日、町民課の窓口は午後６時30分まで（年末年始、祝日を除く）
●交付できるもの：住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録証、印鑑証明書

　　　※戸籍について、古い戸籍（除籍・原戸籍）は除く

 
町
の
将
来
に
向
け
て

               

～
「
第
四
次
平
生
町
総
合
計
画
」
～   

No.105
　10 月 15 日㈮は CO2 削減県
民運動の一環として、県内一斉
にノーマイカーデーの取り組み
が行われます。
　今、ガソリンなどの使用によ
る地球温暖化は、私たちにとっ
て大きな課題となっています。
　日ごろ、マイカー通勤されて
いる人は、この日は徒歩や自転
車、 ま た 電 車
や バ ス な ど で
通 勤 し、 こ れ
をきっかけに、
可 能 な 限 り 車
の 使 用 を 控 え
る エ コ ラ イ フ
に 取 り 組 み ま
しょう。

ストップ！地球温暖化
10 月 15 日㈮は

県内一斉
ノーマイカーデー

11 月 11 日～ 17 日は
「税を考える週間」です

①自宅やオフィス、税理士事務
所からインターネットを利用
して申告、申請・届出などが
できます。

詳しい情報は
ｅ－Ｔａｘホームページへ
イータックス で 検 索
■問合せ先
　光税務署
　☎０８３３（７１）０１６６

② ATM やインターネットバン
キングなどを利用して納税す
る方法と、ダイレクト納付を
利用して納税する方法があり
ます。

■問合せ先
町役場町民課　☎（５６）７１１３
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百
歳
長
寿
者
を
訪
問

　

９
月
７
日
、
敬
老
の
日
を
前
に
、
町
内

の
百
歳
以
上
の
長
寿
者
の
元
を
山
田
町
長

が
訪
問
し
、
祝
品
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
百
歳
を
迎
え
ら
れ
た
影
畑
フ
ミ
子

さ
ん
に
長
寿
の
秘
訣
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

「
何
事
に
も
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
い

こ
と
で
す
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
。

　

町
内
の
百
歳
以
上
（
本
年
度
）
の
長
寿

者
は
、
県
内
男
性
最
高
齢
の
松
田
さ
ん
を

は
じ
め
、
全
９
人
で
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
松
田
愿
さ
ん
（
一
一
〇
歳
）

・
武
内
歌
子
さ
ん
（
一
〇
二
歳
）

・
木
本
清
子
さ
ん
（
一
〇
一
歳
）

・
永
木
キ
ク
エ
さ
ん
（
一
〇
一
歳
）

・
村
谷
梅
子
さ
ん
（
一
〇
一
歳
）

・
影
畑
フ
ミ
子
さ
ん
（
一
〇
〇
歳
）

・
玉
木
ヒ
サ
子
さ
ん
（
一
〇
〇
歳
）

・
新
本
ツ
ネ
コ
さ
ん
（
一
〇
〇
歳
）

・
山
本
久
子
さ
ん
（
一
〇
〇
歳
）

敬老会で長寿の祝い
９月 19 日、町内４会場で敬老会が開催され、75 歳以上の

みなさんが参加しました。
記念式典では、多年にわたり社会に尽くしてこられた長寿

者を敬うとともに、更なるご長寿が祈念されました。
　また、式典後は各会場で婦人会のみなさんなどによるさま
ざまな余興が行われ、参加者は楽しい時間を過ごしていまし
た。

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

△影畑フミ子さん（写真中央）とご家族
　のみなさん

9
月
３
日
、
交
通
安
全

運
動
期
間
に
先
駆
け
、
交

通
安
全
啓
発
キ
ャ
ラ
バ
ン

が
、
町
役
場
を
訪
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
は
地

域
の
交
通
安
全
意
識
を
高

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

も
の
で
、
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
町
長
に
伝
達
さ
れ
た

後
に
、
交
通
安
全
教
室
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
期
間
中
の
９
月

21
日
、
町
内
の
店
舗
駐
車

場
で
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

警
察
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
方
々
が
、
柳
井
警
察
署

管
内
の
団
体
や
個
人
の
み

な
さ
ん
か
ら
贈
ら
れ
た
手

作
り
マ
ス
コ
ッ
ト
や
交
通

安
全
啓
発
の
チ
ラ
シ
な
ど

を
配
布
し
、
交
通
事
故
の

撲
滅
を
呼
び
か
け
て
い
ま

し
た
。

９
月
21
日
か
ら
30
日
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
秋
の
全
国
交

通
安
全
運
動
の
一
環
と
し
て
、
交
通
事
故
撲
滅
に
向
け
た
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

▽

交
通
安
全
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ

　
ン
ペ
ー
ン 

▽

交
通
安
全
啓
発
キ
ャ
ラ
バ
ン

　
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
式
）

▽

佐
賀
会
場
（
佐
賀
小
学
校
）
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【平生町観光キャッチフレーズ】“キラメキの瀬戸の眺めにおいでませ　明日は歴史と会える町”

県女性消防操法大会で優勝
９月 18 日、山口県消防学校（山口市）で行われた第 27 回山口

県女性消防操法大会の水バケツ消火競技の部に、大野地区女性防火
クラブが参加し優勝しました。

この競技は、火元に見
立てた標的にバケツを使
用して注水し、定められ
た水量に到達するまでの
時間を競うもので、県内
の市町から全７チームが
参加していました。

小学校・中学校　秋季大運動会

　県道伊保庄平生線（ひらお特産品センター前～山口銀行前）沿いを花や緑で
飾り、まちを訪れる人に「うるおい」と「やすらぎ」を与え、イメージアップ
を図ろうと、年２回植栽を行っています。みなさんふるってご参加ください。

〈 植 栽 式 〉
10月23日㈯  午前９時30分～
場所：町スポーツセンターグラウンド
　　　管理棟付近
花種：ビオラ　約１万株

フラワーベルト〈秋の植栽〉

 △９月 26 日（平生小学校）  △９月 26 日（佐賀小学校）  △９月 12 日（平生中学校）

～ ふ る っ て ご 参 加 く だ さ い ～



平成22年10月号　広報ひらお 14

女
性
の
健
康
づ
く
り

～
子
宮
が
ん
・
乳
が
ん
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
～

20
代
、
30
代
の
若
い
女
性
で
子
宮

頸
が
ん
が
増
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
近
年
大
腸
が
ん
と
と
も
に

乳
が
ん
が
急
増
し
て
お
り
、
平
成
17

年
の
罹
患
者
は
５
万
人
を
超
え
、
女

性
が
患
う
が
ん
の
中
で
最
も
多
く
な

り
ま
し
た
。

子
宮
が
ん
も
乳
が
ん
も
早
期
に
発

見
、
治
療
で
き
れ
ば
ほ
と
ん
ど
治
す

こ
と
が
で
き
る
病
気
で
す
。

町
で
は
８
月
か
ら
子
宮
が
ん
、
乳

が
ん
検
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
20

歳
に
な
っ
た
ら
子
宮
が
ん
検
診
、
40

歳
に
な
っ
た
ら
乳
が
ん
検
診
（
マ
ン

モ
グ
ラ
フ
ィ
）
を
２
年
に
１
回
は
受

診
し
ま
し
ょ
う
。

乳
が
ん
の
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク

乳
が
ん
は
早
期
の
場
合
、
九
割

以
上
が
治
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

乳
が
ん
で
は
多
く
の
場
合
、
乳

房
の
中
に
堅
く
て
痛
み
の
な
い
小

さ
な
し
こ
り
が
で
き
て
き
ま
す
。

こ
の
し
こ
り
に
早
く
気
づ
こ
う
と
、

自
分
で
調
べ
る
の
が
「
セ
ル
フ
チ

ェ
ッ
ク
」
で
す
。

　

毎
月
、
生
理
が
終
わ
っ
た
１
週

間
後
ぐ
ら
い
に
、
ま
た
、
閉
経
後

は
日
を
決
め
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

お
風
呂
に
入
っ
た
際
に
手
に
触
れ

や
す
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

①
両
手
を
下
げ
た
ま
ま
、
左
右
の

乳
房
や
乳
首
の
形
を
覚
え
て
お

き
ま
す
。

②
両
腕
を
上
げ
て
正
面
、
側
面
、

斜
め
を
鏡
に
映
し
、
次
の
こ
と

を
調
べ
ま
す
。

No.592

　煮物のイメージが強いごぼうやひじきですが ､ サ
ラダにもぴったり ｡ 食物繊維やミネラルが豊富で
す。

《材　料》　４人分

《作り方》

　ごぼうとひじきの
みそマヨ和え　

①ひじきは水に30分位つけてもどす。
　ごぼうはささがきにして水にさらし ､ ザルにあげ

る。
　にんじんはせん切りにする。
②鍋に湯を沸かしてごぼう、にんじんをゆで、さら

にひじきをゆでる。
③Ａの調味料を混ぜ合わせ、水気をしぼった②を和

える。

ひ じ き ( 乾 )　　1 0 ｇ
ご ぼ う　　 　　5 0 ｇ
に ん じ ん　　　5 0 ｇ

　 マヨネーズ　  大 さ じ2
Ａ み そ　 　 大 さ じ 1
　 砂 糖　 　 小 さ じ 1｛

⑤
外
側
半
分
を
調
べ
る
に
は
、
右

腕
を
自
然
の

位
置
に
下
げ
、

や
は
り
左
手

の
指
の
腹
で

同
じ
よ
う
に

ま
ん
べ
ん
な

く
触
れ
て
み

⑦
右
の
乳
房
の
検
診
が
終
わ
っ
た

ら
、
左
の
乳
房
を
同
じ
要
領
で

検
査
し
ま
す
。

⑧
左
右
の
乳
首
を
軽
く
つ
ま
み
、

乳
を
し
ぼ
り
出
す
よ
う
に
し
て
、

血
の
よ
う

な
異
常
な

液
が
出
な

い
か
を
調

べ
ま
す
。

　■問合せ先
　町保健センター　☎（５６）７１４１

※イラスト：㈶日本対がん協会の乳がんリーフレットより

・
乳
房
の
ど
こ
か
に
く
ぼ
み
や
ひ
き

つ
れ
た
と
こ
ろ
は
な
い
か
。

・
乳
首
が
へ
こ
ん
だ
り
、
湿
疹
の
よ

う
な
た
だ
れ
が
で
き
て
い
な
い

か
。

③
あ
お
む
け
に
寝
て
、
右
の
乳
房

を
調
べ
る
と
き
は
右
肩
の
下
に

座
布
団
か
薄
い
枕
を
敷
き
、
乳

房
が
垂
れ
ず
胸
の
上
に
平
均
に

広
が
る
よ
う
に
し
ま
す
。

④
乳
房
の
内
側
半
分
を
調
べ
る
に

は
、
右
腕
を
頭
の
後
方
に
上
げ
、

左
手
の
指
の

腹
で
軽
く
圧

迫
し
て
、
ま

ん
べ
ん
な
く

触
れ
て
み
ま

す
。

ま
す
。

⑥
乳
房
を
指
先
で
つ
ま
む
よ
う
に

し
て
調
べ
る
と
、
異
常
が
な
く

て
も
シ
コ
リ
の
よ
う
に
感
じ
ま

す
か
ら
、
必
ず
指
の
腹
で
探
っ

て
く
だ
さ
い
。

⑨
毎
月
自
己
検
診
を
し
て
い
る
う

ち
に
自
分
の
乳
房
の
普
通
の
状

態
が
わ
か
り
、
異
常
を
早
く
見

つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

少
し
で
も
異
常
が
あ
っ
た
ら
、

た
め
ら
わ
ず
専
門
医
の
診
察
を

受
け
ま
し
ょ
う
。
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平
生
町
青
少
年
育
成
町
民
会
議

で
は
、「
地
域
の
子
ど
も
は
地
域

で
守
る
」
を
合
い
言
葉
に
防
犯
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア「
子
ど
も
見
守
り
隊
」

の
活
動
に
よ
り
子
ど
も
た
ち
の
安

全
確
保
に
努
め
て
い
ま
す
。

近
年
、
全
国
各
地
で
不
審
者
情

報
が
多
く
な
り
防
犯
に
対
す
る
意

識
が
高
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
の
安

全
・
安
心
を
守
る
環
境
整
備
が
叫

ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

防
犯
と
い
う
と
、
警
察
の
仕
事

だ
と
思
わ
れ
る
人
が
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に

は
、
地
域
の
み
な
さ
ん
の
協
力
が

不
可
欠
で
す
。

そ
こ
で
、
平
成
18
年
度
か
ら
平

生
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
組
織
を

ベ
ー
ス
に
、
日
常
生
活
の
中
で
自

分
自
身
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
に

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
さ
れ
る
人
、
買

い
物
や
犬
の
散
歩
な
ど
で
外
出
さ

れ
る
人
、
さ
ら
に
は
事
業
で
車
を

使
わ
れ
る
人
も
含
め
て
、
子
ど
も

た
ち
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
「
ひ

ら
お
子
ど
も
見
守
り
隊
」
を
結
成

し
ま
し
た
。
現
在
百
数
十
名
に
隊

員
と
し
て
ご
登
録
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

地
域
の
大
人
に
よ
る
見
守
り

は
、
犯
罪
の
抑
止
に
つ
な
が
る
だ

け
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
に
自

分
た
ち
が
見
守
ら
れ
て
い
る
と
い

う
安
心
感
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
、
ま
ち
の
安
全
・
安
心
に
効
果

が
期
待
で
き
ま
す
。

気
候
も
良
く
な
り
こ
れ
か
ら
朝

夕
の
散
歩
や
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
さ

れ
る
人
も
多
く
な
る
と
思
い
ま
す

が
、
子
ど
も
た
ち
の
安
全
・
安
心

は
地
域
で
守
り
た
い
も
の
で
す
。

子
ど
も
見
守
り
隊
の
具
体
的
な

活
動
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
子
ど
も
に
出
会
っ
た
ら
声
か
け

や
あ
い
さ
つ
を
し
ま
す
。

・
子
ど
も
の
非
行
を
見
た
ら
注
意

を
し
ま
す
。

・
不
審
者
を
見
た
ら
警
察
に
連
絡

を
し
ま
す
。

隊
員
は
、地
域
住
民
で
組
織
し
、

子
ど
も
見
守
り
隊
の
腕
章
を
着
用

し
登
下
校
の
見
守
り
や
、
日
常
生

活
の
中
で
子
ど
も
の
見
守
り
を
し

ま
す
。活
動
時
間
は
特
に
定
め
ず
、

隊
員
の
活
動
可
能
な
時
間
に
自
主

的
に
行
い
ま
す
。

あ
な
た
の
ち
ょ
っ
と
し
た
外
出

が
地
域
の
防
犯
に
役
立
ち
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
安
全
安
心
を
確
保

す
る
た
め
に
、
子
ど
も
を
見
守
る

大
人
の
目
を
増
や
し
ま
し
ょ
う
。

10
月
11
日
か
ら
は
「
全
国
地
域

安
全
運
動
」
も
始
ま
り
ま
す
。
あ

な
た
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

■
問
合
せ
先

　
町
教
育
委
員
会　
社
会
教
育
課

　
☎
（
５
６
）
６
０
８
３

10月…18日㈪、25日㈪、31日（日・月末整理日）
11月…１日㈪、３日（水・文化の日）、８日㈪、15日㈪

《一般書》

《児童書》

ストーリー・セラー
有川　浩　著

悪道
森村　誠一　著

再会
横関　大　著

おしんの遺言
橋田　壽賀子　著

10ぴきのかえるのあきまつり
仲川　道子　絵

おにいちゃんはアニマン
あきやま　ただし　作・絵

いちばんあいされてるのはぼく
宮西　達也　作・絵

ねこの手かします　手じなしのまき
内田　麟太郎　作

だいじょうぶ３組
乙武　洋匡　著

勝手にふるえてろ
綿矢　りさ　著

　図書の一部を紹介します。

新着図書の紹介

休館日

図書館
だより

　「考える子」が育つ
お母さんの会話術　

多湖 輝 著（新講社）
　ふだんの親子の会話が、子ども
の考える力を育てる！考える子ど
もを育てるた
めの、お母さ
んの会話や話
し方に注目し、
子どもが考え
るきっかけと
なる言葉を紹
介する。

平生図書館　☎（56）2310
【開館時間】午前９時～午後５時15分図書館

だより

※10月27日㈬～11月９日㈫は読書週間です。
　2010・第64回読書週間 標語　気がつけば、もう降りる駅。

No.287

防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
ひ
ら
お
子
ど
も
見
守
り
隊
」
へ
の
参
加
に
つ
い
て

青
少
年
育
成
町
民
会
議
事
務
局
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全国地域安全運動に参加しよう！

（平成22年「交通安全年間スローガン」）

　数年前からクレジット会社のキャッシングなどで借金し、現
在、４社で200万円の債務があります。毎月８万円の返済が苦
しいので、よい解決法があれば教えてください。

　いわゆるグレーゾーン金利による過払い金の有無の確認や、
債務整理の総合判断が求められることから、山口県弁護士会岩
国法律相談センター【☎0827（43）2183】などに相談しましょ
う。

　今回の相談のようなケースは「多重債務」と呼ばれ、最初は当座
の生活費を補うためにクレジット会社からキャッシングするなど
ちょっとしたきっかけで始まり、１回で終わらせるつもりが次第に
たくさんの借金を抱えてしまい、返せなくなる状態を言います。
　多重債務を解決する方法には、本人の収入や資産、家計の状況と債
務の額や実情などにより、①裁判所を通さず弁護士などに依頼する

「任意整理」、②簡易裁判所に調整を依頼する「特定調停」、③裁判所
が認可した再生計画に基づき行う「個人再生」、④裁判所を通じて債
務の支払いを免責してもらう「自己破産」といった方法があります。
　多重債務者の中には、取り立てや借金を苦にして自殺や夜逃げを
するといった悲惨な事態に陥ることもあります。もし多重債務に陥っ
てしまっても、必ず解決の方法はありますので、一人で悩まずにな
るべく早く県弁護士会、県消費生活センター【☎083(924)0999】、
町役場経済課【☎ (56)7117】などにご相談ください。

◆◇ワンポイント◇◆

クレジット会社からの借金が返済できない

相　

談

ア
ド
バ
イ
ス

【交通安全標語】 飲 み ま せ ん 　 断 る 勇 気 　 誘 わ ぬ礼儀

　全国地域安全運動：10月11日㈪～20日㈬（10日間）
　全国地域安全運動は、安全で安心な地域社会を実現するため、防犯協会をはじめとする地域安全に資
する関係機関、団体および警察が地域の住民のみなさんと共に行う運動です。
　期間中には、各地で警察や防犯ボランティアの方々が中心となり『子どもと女性の犯罪被害防止』『住
宅を対象とした侵入犯罪の防止』『万引き、自転車盗の防止』などに向けたキャンペーンやイベントな
どが開催されます。この機会に犯罪にあわないための対策についてご家族で話し
合いをしてみましょう。
　また、県下最大のイベント「犯罪のないまちづくり県民大会」が開催されます
ので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

　「 犯罪のないまちづくり県民大会 」
　　　●日　時　１０月１２日（火）　午後２時～４時３０分
　　　●場　所　周南市文化会館大ホール（周南市徳山）

～  み ん な で つ く ろ う 安 心 の 街  ～
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〔ミュージックチャイムの曲名〕
　６：00　里の秋　　12：00　平生町の歌　　17：00　夕やけこやけ

柳井健康福祉センター相談日
　〔柳井市古開作／☎（２２）３６３１〕
●Ｂ・Ｃ型肝炎抗体検査《要予約（前日まで）》
　11月10日㈬ 10：00～11：00
●骨髄バンク登録検査《要予約（前日まで）》
　11月10日㈬ ９：00～10：00
●発達クリニック《要予約（１週間前まで）》
　11月18日㈭ 　13：00～16：00
●ＨＩＶ抗体検査《要予約（前日まで）》
　※当日検査結果がわかります
　11月10日㈬ 14：00～16：00
●思春期・ストレス相談《要予約（前日まで）》
　10月22日㈮ 10：00～15：00
●心の健康相談《要予約（１週間前まで）》
　11月16日㈫ 13：00～14：00

山口県精神科
救急情報センター

☎ 0836（58）4455（24時間対応）

こころの救急電話相談

内容：精神病、うつ病など、こころの病気による混
乱した言動・ひきこもり・自殺願望など

受付時間
毎日 午後７時～11時

☎ #8000　または　☎083（921）2755（携帯電話も可）
内容：15歳未満の子どもの急患や疾病に関すること

小児救急電話相談

場所：イズミゆめタウン柳井　２階ベビー服売り場前
日時：10月16日㈯　午前10時～12時
内容：血圧測定、体重 ･ 体脂肪測定、健康相談、
　　　乳児 ･ 育児相談など

山口県看護協会柳井支部「まちの保健室」

休 日 や 平 日 夜 間 の 医 療 案 内

■柳井地域休日夜間応急診療所
　　　柳井市中央１丁目５番３号
　　　☎（２２）９００１（下記診療時間内）

◇診療は、あくまで応急的診療であり、専門的な診
療は受けられない場合があります。

まちの人口
８月31日現在の住民
基本台帳記載人口。

（　）内は前月対比。

世帯数 5,535 世帯（ ＋ 4 ）
人　口 13,095 人 （ － 4 ）
うち男 6,232 人 （ － 5 ）

女 6,863 人 （ ＋ 1 ）

月間火災・救急発生状況 月間交通事故発生状況
（８月）資料：柳井地区広域消防組合 （８月）資料：柳井警察署

火　災
救急

発生件数 死者
（人）

傷者
（人）建物 山林 その他 人身 物損

管　内 4 1 3 328 管　内 29 175 0 41
平生町内 0 0 1 38 平生町内 3 17 0 7

☆ 完 納 で 育 て よ う 明 る い 平 生 町 ☆

今月の納税【10 月】 納期限 11 月１日
町県民税　　　　　　　第３期
国民健康保険税　　　　第４期
介護保険料　　　　　　第４期
後期高齢者医療保険料　第４期

◎便利な口座振替も利用できます◎
問合せ先　（町税）町役場税務課　☎（56）7114

（介護保険料）健康福祉課　☎（56）7115
（後期高齢者医療保険料）町民課　☎（56）7113

◆医師、薬剤師などの専門家に相談して使用しま
しょう。

◆使用方法・使用量・服用時間を守りましょう。
◆光、熱、湿気を避けて保管しましょう。
◆かかりつけ薬局を持ちましょう。
◆子供の手の届くところへ置かないようにしまし

ょう。

　10月17日～23日は、薬と健康の週間です。医薬
品は次のことに注意し、正しく使いましょう。

くすりの相談室
　専門の薬剤師が薬の相談をお受けします。

☎０８３（９２３）１１９３
受付日時　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　午前９時～１２時、午後１時～４時

■問合せ先
　柳井健康福祉センター　☎（２２）３６３１

お薬を正しく使っていますか !?
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講
座
・
講
習

お
知
ら
せ

　

県
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
先
が
あ

る
中
小
企
業
で
働
く
従
業
員
の
た
め

の
共
済
制
度
で
す
。

　

死
亡
、
障
害
、
入
院
、
住
宅
災
害

な
ど
に
対
し
て
セ
ッ
ト
で
保
障
さ

れ
、
結
婚
や
出
産
な
ど
に
も
給
付
可

能
で
す
。
ま
た
、
税
法
上
、
事
業
所

が
従
業
員
の
た
め
に
共
済
掛
金
を
負

担
し
た
場
合
は
、
損
金
ま
た
は
必
要

経
費
と
し
て
算
入
で
き
ま
す
。

●
掛
金
（
１
カ
月
１
人
分
）

　
１
型
：
４
５
０
円

　
２
型
：
９
０
０
円

　
３
型
：
１
５
０
０
円

　
４
型
：
２
０
０
０
円

　
高
齢
者
型
：
４
５
０
円

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
型
：
５
０
０
円

■
問
合
せ
先

　

平
生
町
勤
労
福
祉
共
済
会
（
町
役

場
経
済
課
内
）

　
☎
（
５
６
）
７
１
１
７

ハ
ー
ト
ピ
ア
共
済

　

県
で
は
、
労
働
者
個
人
と
使
用
者

（
事
業
主
）
と
の
間
で
、
労
働
条
件
や

解
雇
な
ど
を
め
ぐ
り
、
話
し
合
い
が

ま
と
ま
ら
ず
生
じ
た
紛
争
の
解
決
を

お
手
伝
い
す
る
た
め
、
無
料
で
あ
っ

せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す
。
お
困
り
の

人
は
、
県
労
働
委
員
会
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

■
問
合
せ
先

　
山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
８
３
（
９
３
３
）
４
４
４
４

個
別
労
働
関
係
紛
争
あ
っ
せ
ん
制
度

　

大
切
な
人
を
自
殺
で
亡
く
さ
れ
た

ご
遺
族
が
、
自
身
の
体
験
や
想
い
を

安
心
し
て
語
り
合
い
わ
か
ち
あ
う
場

で
す
。

●
日
時

　
第
３
土
曜
日
（
８
・
12
月
を
除
く
）

午
後
１
時
～
３
時
30
分

　
・
受
付　
午
後
１
時
～
１
時
30
分

　
・
わ
か
ち
あ
い
の
会　

午
後
１
時

30
分
～
３
時
30
分

※
終
了
後
、
希
望
者
に
よ
る
フ
リ
ー

山
口
自
死
遺
族
の
集
い

ク
ロ
ー
バ
ー

　

本
年
９
月
１
日
現
在
調
製
の
瀬
戸

内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選

挙
人
名
簿
を
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
期
間　

10
月
20
日
㈬
～
11
月
３
日

㈬　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

●
場
所　

①
町
役
場
総
務
課
（
※
土

日
祝
日
は
町
民
課
窓
口
に
て
日
直
が

対
応
）
②
佐
賀
出
張
所
（
※
土
日
祝

日
を
除
く
）

●
問
合
せ
先

　
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
☎
（
５
６
）
７
１
１
１

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

技
能
向
上
訓
練

◇
パ
ソ
コ
ン
・
Ｊ
Ｗ

－

Ｃ
Ａ
Ｄ（
初
級
）

講
習
（
定
員
12
人
）

●
日
時　

11
月
６
日
㈯
、
７
日
㈰
、

13
日
㈯
の
３
日
間　

各
日
午
前
９
時

～
午
後
４
時

●
受
講
料　
１
０
０
０
０
円

●
申
込
締
切　
10
月
18
日
㈪

◇
第
一
種
電
気
工
事
士
技
能
試
験
準

備
対
策
講
習
（
定
員
10
人
）

●
日
時　

11
月
12
日
㈮
、
15
日
㈪
～

19
日
㈮
の
６
日
間　

各
日
午
後
６
時

～
９
時

●
受
講
料　
１
７
０
０
０
円

●
申
込
締
切　
10
月
25
日
㈪

◇
炭
酸
ガ
ス
溶
接
（
基
礎
コ
ー
ス
）

講
習
（
定
員
５
人
）

●
日
時　

11
月
13
日
㈯
、
14
日
㈰
の

２
日
間　

各
日
午
前
９
時
～
午
後
４

時●
受
講
料　
１
５
０
０
０
円

●
申
込
締
切　
11
月
１
日
㈪

◇
Ｔ
ｉ
ｇ
溶
接
（
基
礎
コ
ー
ス
）
講

習
（
定
員
５
人
）

◇
年
末
調
整
説
明
会
の
開
催
に
つ
い

て●
日
時　

11
月
19
日
㈮　

午
後
２
時

～
４
時

●
場
所　
町
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

◇
税
務
相
談
の
事
前
予
約
に
つ
い
て

　

税
務
署
で
は
、
譲
渡
所
得
、
相
続

税
、
贈
与
税
に
関
す
る
個
別
相
談
に

つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
と
お
り
相
談

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

日
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
電
話
で

相
談
日
時
の
予
約
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
そ
の
他
の
税
金
の
相
談
や
申
告
、

納
付
の
相
談
で
お
越
し
の
際
は
、
事

前
予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
相
談
日

　

10
月
21
日
㈭
、
11
月
４
日
㈭
、
11

月
18
日
㈭
、
12
月
２
日
㈭
、
12
月
16

日
㈭　
各
日
午
後
１
時
～
４
時
30
分

■
問
合
せ
先

　
光
税
務
署

　
☎
０
８
３
３
（
７
１
）
０
１
６
６

※
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
っ
て
、
一

般
的
な
相
談
に
つ
い
て
は
「
１
」
を
、

個
別
相
談
に
つ
い
て
は
「
２
」
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

タ
イ
ム
を
設
け
て
い
ま
す

●
場
所

　
防
府
総
合
庁
舎
（
防
府
市
）

●
参
加
費

　
２
０
０
円
（
茶
菓
子
代
）

※
初
め
て
参
加
さ
れ
る
人
は
、
電
話

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
先

　

山
口
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
８
３
５
（
２
７
）
３
４
８
０



＜ 以下は広告欄です ＞

イ
ベ
ン
ト

相
　
　
談
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司
法
書
士
に
よ
る
多
重
債
務

無
料
電
話
相
談
会

●
日
時　

11
月
６
日
㈯　

午
前
10
時

～
午
後
４
時

●
相
談
受
付
電
話
番
号

　
☎
０
１
２
０
（
０
０
３
）
８
２
１

●
相
談
内
容

　

多
重
債
務
問
題
で
お
困
り
の
人

に
、
債
務
整
理
手
続
や
司
法
書
士
事

務
所
の
紹
介
な
ど
、
問
題
解
決
に
向

け
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま
す
。

■
主
催
お
よ
び
問
合
せ
先

　
山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会　

　
相
談
会
担
当

　
☎
０
８
３
（
２
３
４
）
１
３
７
４

安
全
衛
生
講
習
会

◇
職
長
・
安
全
衛
生
責
任
者
教
育

●
日
程
（
場
所
）

・学
科　
10
月
26
日
㈫
、
27
日
㈬
（
ホ

テ
ル
松
原
屋
）

◇
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

周
東
総
合
病
院

病
院
祭
（
感
謝
祭
）

●
日
時　

10
月
23
日
㈯　

午
前
10
時

～
午
後
３
時
（
雨
天
決
行
）

●
場
所　

周
東
総
合
病
院
（
玄
関
前

駐
車
場
な
ど
）

●
内
容　

肺
が
ん
に
つ
い
て
の
講
演

会
、無
料
検
査・健
康
相
談
、模
擬
店
、

救
急
車
の
展
示
、
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン

ト
な
ど

■
主
催
お
よ
び
問
合
せ
先

　
病
院
祭
実
行
委
員
会
事
務
局
（
周
東

総
合
病
院
内
）

　
☎
（
２
２
）
３
４
５
６

多
重
債
務
無
料
法
律
相
談
会

　

山
口
県
、
山
口
県
弁
護
士
会
、
山

口
県
司
法
書
士
会
な
ど
の
共
催
で
多

重
債
務
者
向
け
の
無
料
法
律
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　

11
月
６
日
㈯　

弁
護
士
相

談　

午
後
２
時
～
４
時
30
分
、
司
法

書
士
相
談　
午
後
５
時
30
分
～
８
時

●
場
所　
柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

●
定
員　
先
着
20
人
（
要
予
約
）

●
相
談
内
容　

法
律
専
門
家
に
よ
る

多
重
債
務
の
相
談
（
１
人
30
分
）

●
申
込
受
付
期
間　

10
月
14
日
㈭
～

11
月
２
日
㈫　

午
前
９
時
～
午
後
５

時
（
土
日
祝
日
除
く
）

■
申
込
み
お
よ
び
問
合
せ
先

　
山
口
県
県
民
生
活
課

　
☎
０
８
３
（
９
３
３
）
２
６
０
８

　
町
役
場
経
済
課

　
☎
（
５
６
）
７
１
１
７

法
律
関
連
士
業
に
よ
る

一
斉
共
同
相
談
会

●
日
時　

11
月
11
日
㈭　

午
前
10
時

～
午
後
４
時

●
場
所　
山
口
県
商
工
会
館（
山
口
市
）

●
相
談
内
容

　
日
常
の
す
べ
て
の
困
り
ご
と

●
相
談
員　

不
動
産
鑑
定
士
、
弁
理

士
、弁
護
士
、行
政
書
士
、司
法
書
士
、

社
会
保
険
労
務
士
、
税
理
士
、
土
地

家
屋
調
査
士

●
相
談
料　

無
料

■
問
合
せ
先

　

山
口
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
事
務

局
（
当
番
会
）

　
☎
０
８
３
（
９
２
２
）
５
９
７
５

●
日
時　

11
月
13
日
㈯
、
14
日
㈰
の

２
日
間　

各
日
午
前
９
時
～
午
後
４

時●
受
講
料　
１
４
０
０
０
円

●
申
込
締
切　
11
月
１
日
㈪

■
実
施
場
所
お
よ
び
問
合
せ
先

　
山
口
県
立
東
部
高
等
産
業
技
術
学
校

　
☎
０
８
３
４
（
２
８
）
２
２
３
３

●
日
程
（
場
所
）

・
学
科　

11
月
８
日
㈪
（
ホ
テ
ル
松

原
屋
）

・
実
技　

11
月
10
日
㈬
～
24
日
㈬
の

内
３
日
間
（
Ｋ
Ｙ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
㈱

玉
鶴
工
場
［
下
松
市
］）

◇
玉
掛
け
技
能
講
習

●
日
程
（
場
所
）

・学
科　
11
月
10
日
㈬
、
11
日
㈭
（
ホ

テ
ル
松
原
屋
）

・
実
技　

11
月
12
日
㈮
～
18
日
㈭
の

内
１
日
（
Ｋ
Ｙ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
㈱
玉

鶴
工
場
［
下
松
市
］）

■
問
合
せ
先

　
㈳
山
口
県
労
働
基
準
協
会
下
松
支
部

　
☎
０
８
３
３
（
４
１
）
３
５
１
０

「消したかな」あなたを守る 合言葉

◆逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
◆寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防

炎品を使用する。
◆火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設

置する。
◆お年寄りや身体の不自由な

人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。

　11 月９日㈫～ 15 日㈪は秋季全国火災予防運動実施期
間です。火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災
の発生防止に努め、大切な命と財産を守りましょう。

■問合せ先
　柳井地区広域消防組合

予防課
　☎（２３）７７７４

住宅防火　いのちを守る７つのポイント
～◇３つの習慣、◆４つの対策～

◇寝たばこは、絶対やめる。
◇ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
◇ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。



1
(月)

2 育児学級〈大野・曽根・佐賀地区〉(10:00 ／保健センター )
(火)

3
(水)

文化の日

4
(木)

5 ひらお読書会（13:30 ／平生図書館）
(金)

6 総合文化展〈作品展示〉（9:30 ／町武道館）
平成 22 年度生涯学習表彰式（9:30 ／町体育館）
第 25 回ふれあいコンサート（14:00 ／町体育館）(土)

7 総合文化展〈作品展示〉（9:30 ／町武道館）
第 23 回町民音楽祭（12:30 ／町体育館）(日)

8 人権行政相談 (10:00 ／中央公民館、13:00 佐賀公民館 )
(月)

9 あすなろ会〈介護者家族の会〉(13:00 ／ふれあいまちづくりセンター〈あいあむ〉)
(火)

10 おひざにだっこの会 (10:30 ／平生図書館 )
親しみトーク【町長と語る日】(18:00 ／町役場町長室 )(水)

11 １歳６か月児健診（13:30 ／保健センター）
(木)

12
(金)

13 体育館開放日 ( 午前中 )
パパママスクール（13:30 ／保健センター）(土)

14
(日)

15
(月)

※予定表ですので、日時・場所の変更がある場合もあります。

10　月
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《10月16日～11月15日》

平生町民憲章
　わたくしたち　平生町民は、ふるさとの美しい自然と歴史をうけつ
ぎ、明るく住みよいまちづくりを目指して、次のことに努めます。
　わたくしたち　平生町民は
1　自然を大切にし　環境をととのえ　美しいまちをつくります
1　スポーツに親しみ　きまりを守り　健やかなまちをつくります
1　思いやりと　感謝の心をもち　温かいまちをつくります
1　勤労をとうとび　活力にみちた　豊かなまちをつくります
1　文化を創造し　若い力を育て　伸びゆくまちをつくります　

「広報ひらお」は、環境に配慮した再生紙を使用しています。
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16 体育館開放日 ( 午前中 )
古文書輪読会 (9:45 ／平生図書館 )
おはなし会 (14:00 ／平生図書館 )(土)

17 ファミリースポーツレクリエーション大会
（9:00 ／町スポーツセンター※雨天時 : 町体育館）(日)

18
(月)

19 育児学級〈平生地区〉(10:00 ／保健センター )
(火)

20 マロニエ会 (9:30 ／保健センター )
こころの健康相談・いこいの場（13:30 ／保健センター）(水)

21
(木)

22 母親学級（10:00 ／保健センター）
(金)

23 体育館開放日 ( 午前中 )
フラワーベルト〈秋の植栽〉（9:30 ／町スポーツセンター）(土)

24 曽根公民館まつり（9:30 ／曽根公民館）
(日)

25 保健センター開放日 (9:30)
おかあさんといっしょ〈絵本の読み聞かせ〉（10:00 ／保健センター）(月)

26 ポリオ予防接種 (13:30 ／保健センター）
(火)

27
(水)

28
(木)

29
(金)

30 自然体験学習〈いもほりと焼きいも〉（9:00 ／大野公民館）
いもほり・やきいもの会（9:00 ／曽根公民館）(土)

31 宇佐木ふれあいまつり（10:00 ／宇佐木コミュニティセンター）
竪ケ浜ふるさとまつり（10:00 ／竪ケ浜コミュニティセンター）(日)

11　月


